
社会福祉法人 愛燦会 行動計画 

 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、 

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日までの１年間 

 

２ 内容 

  目標１：職員のワーク・ライフ・バランスを確保するため、始業・終業時間の 

      繰り上げ、繰り下げを実施する。 

 

<対策> 

〇令和７年 ４月～ 職員のニーズ調査 

〇令和７年１０月～ 制度の導入、各種会議体を通して周知を図り、利用促進に努める 

 

  目標２：従業員全員の所定外労働時間を、１人当たり月 5時間未満とする。 

 

<対策> 

〇令和７年 ４月～ 管理職を対象とした意識改革研修を計５回実施。 

〇令和７年１０月～ 管理職を対象とした所定外労働時間への意識改革 

〇令和８年 １月～ 各部署における課題抽出。業務改善の実施。 

 

目標３：若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供回数を増やすと 

ともに、トライアル雇用等を通じた雇入れ又は職業訓練を推進する。 

 

<対策> 

〇令和７年４月～  就業体験実施に伴う影響を把握した上で仕組みを構築 

〇令和８年１月～  地域(外部)への就業体験受入れ発信 

 


